
議案第９７号 

 

杉並区幼稚園教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する

規則 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和７年１２月１６日 

 

提 出 者  杉 並 区 教 育 委 員 会 

教 育 長  渋 谷  正 宏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

支給要件を改めるとともに、校務の種類を定める必要がある。 

 

 

 



杉並区幼稚園教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する

規則を公布する。

令和７年１２月 日

杉並区教育委員会教育長 渋 谷 正 宏

杉並区教育委員会規則第 号

杉並区幼稚園教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正

する規則

杉並区幼稚園教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則（平成１２年杉並

区教育委員会規則第２５号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「義務教育等教員特別手当」を「次条に規定する校務を分掌する

職員の義務教育等教員特別手当」に改め、同条第２項中「を含む。）」の次に「で

あって、次条に規定する校務を分掌するもの」を加え、同条の次に次の１条を加え

る。

（校務の種類）

第２条の２ 条例第３１条第２項の教育委員会規則で定める校務の種類は、条例第

２条に規定する幼稚園教育職員が行う全ての園務とする。

附 則

この規則は、令和８年１月１日から施行する。



資 料 

1/1 

 

杉並区幼稚園教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

新 旧 

（義務教育等教員特別手当の月額） （義務教育等教員特別手当の月額） 

第２条 次条に規定する校務を分掌する職員の義務教育等教員特別手当の月

額は、その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表に

掲げる額（その者が、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」と

いう。）第22条の４第１項又は第22条の５第１項の規定により採用された

職員（以下「定年前再任用 短時間勤務職員」という。）であるときは、

その者の属する職務の級に対応する同表に掲げる額に、杉並区幼稚園教育

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成12年杉並区条例第17号。

以下「勤務時間条例」という。）第３条第３項の規定により定められたそ

の者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて

得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額））

とする。 

第２条 義務教育等教員特別手当                 の月

額は、その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表に

掲げる額（その者が、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」と

いう。）第22条の４第１項又は第22条の５第１項の規定により採用された

職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）であるときは、そ

の者の属する職務の級に対応する同表に掲げる額に、杉並区幼稚園教育職

員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成12年杉並区条例第17号。

以下「勤務時間条例」という。）第３条第３項の規定により定められたそ

の者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて

得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額））

とする。 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）第10条第

３項の規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職

員（同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。）

であって、次条に規定する校務を分掌するものの義務教育等教員特別手当

の月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による義務教育等教員特

別手当の月額に、勤務時間条例第３条第２項の規定により定められたその

者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得

た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）

とする。 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）第10条第

３項の規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職

員（同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。） 

                     の義務教育等教員特別手当 

の月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による義務教育等教員特

別手当の月額に、勤務時間条例第３条第２項の規定により定められたその

者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得

た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）

とする。 

（校務の種類）  

第２条の２ 条例第31条第２項の教育委員会規則で定める校務の種類は、条

例第２条に規定する幼稚園教育職員が行う全ての園務とする。 
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